
地域再生計画「潤い、文楽、そよ風でつづるまちづくり計画］の変更の計画（新旧対照表）  熊本県山都町 
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変 更 前 変 更 後 

地 域 再 生 計 画 
１～３（略） 

 

４．地域再生計画の目標 

（１）山都町の現状 

（前略） 

しかしながら、本町では過疎化、高齢化が急速に進行（S55 年か

らの 20 年間で、20%の人口減少、高齢化率は 14.6%から 31.9%へ上昇）

しており、この傾向がこのまま継続すると平成 27 年には 20,054 人

の人口が 20％程度減少し、高齢化率も 40％になるものと考えられて

いる。 

（後略） 

 

（２）山都町の課題 

 （略） 

 

（３）本計画により実施する取り組みと目標 

①５つの基本方針によるまちづくり 

（略） 

 

②具体的な取り組み 

 （ⅰ）（前略）これらの廃校舎等施設の社会資本を生涯教育

施設や社会体育施設として、又民間と連携して地域住民の

 地 域 再 生 計 画 
１～３（略） 

 

４．地域再生計画の目標 

（１）山都町の現状 

（前略） 

しかしながら、本町では過疎化、高齢化が急速に進行（S55 年か

らの 25 年間で、約 30%の人口減少、高齢化率は 14.6%から 37.0%へ

上昇）しており、この傾向がこのまま継続すると平成 27 年には

18,763 人（平成 17 年 10 月 1 日現在）の人口が 20％程度減少し、高

齢化率も 40％になるものと考えられている。 

（後略） 

 

（２）山都町の課題 

 （略） 

 

（３）本計画により実施する取り組みと目標 

①５つの基本方針によるまちづくり 

（略） 

 

②具体的な取り組み 

 （ⅰ）（前略）これらの廃校舎等施設の社会資本を生涯教育

施設や社会体育施設として、又民間と連携して地域住民の
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福祉向上施設・公共的団体施設・農産物加工施設・新製品

開発施設・民間社会福祉施設等として順次転用活用し、住

民の生涯教育、社会体育向上を始め住民活動の促進と、地

域経済の活性化、社会全体で子育てと高齢者を支援する体

制の充実を図る。 

 

 

（ⅱ）道整備交付金を活用し、町道・林道の効率的な整備を

行うことにより、国道、県道と連携しつつ、上記施設、小中

学校、農協等の公共的機関と集落とを２０分で結ぶことを構

想とした地域交通ネットワーク網の構築を図るとともに、造

林、保育、間伐を促進させ、森林の水源涵養機能の維持・向

上と健全な森林育成を図る。また、交流施設でのパネル展示、

各種イベント等を通じ、森林、林業に対する啓発活動を行い、

森林がもつ公益的機能などを周知していく。 

 

 

（ⅲ）～（ⅵ） 

 （略） 

 

【目標１】～【目標２】 

 （略） 

【目標３】公共的機関がある地域と集落とを結ぶ幹線ネットワーク

の推進 

（２０分構想範囲の５％拡大） 

福祉向上施設・公共的団体施設・農産物加工施設・新製品

開発施設・民間社会福祉施設等として順次転用活用し、住

民の生涯教育、社会体育向上を始め住民活動の促進と、地

域経済の活性化、社会全体で子育てと高齢者を支援する体

制の充実を図るとともに、障害の有無にかかわらず人々が

相互に人格と個性を尊重し安心して暮らせる地域社会の実

現を目指す。 

（ⅱ）道整備交付金を活用し、町道・林道の効率的な整備を 

行うことにより、国道、県道と連携しつつ、上記施設、小中

学校、農協等の公共的機関と集落とを２０分で結ぶことを構

想とした地域交通ネットワーク網の構築や、人や環境にやさ

しい生活道路整備を進めるとともに、造林、保育、間伐を促

進させ、森林の水源涵養機能の維持・向上と健全な森林育成

を図る。また、交流施設でのパネル展示、各種イベント等を

通じ、森林、林業に対する啓発活動を行い、森林がもつ公益

的機能などを周知していく。 

 

（ⅲ）～（ⅵ） 

 （略） 

 

【目標１】～【目標２】 

 （略） 

【目標３】公共的機関がある地域と集落とを結ぶ幹線ネットワーク

の推進と人や環境にやさしい生活道路整備の推進 

（２０分構想範囲の５％拡大） 
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【目標４】～【目標５】 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標４】～【目標５】 

（略） 

 

【目標６】障害者自立支援法の全面施行により、身体・知的・精神

障害の区別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを

利用するための仕組みが一元化され、施設及び事業が再編されたこ

とに伴い、障害福祉サービス施設を２箇所整備するとともに、地域

生活支援事業を実施することで障害者の状態やニーズに応じた適切

な支援を効率的に行う。 

 

各障害種別手帳所持者数 

①身体障害者手帳 1,427 人 ②療育手帳 229 人 ③精神障

害者手帳 66 人（平成１８年１２月１日現在） 
 

障害者福祉サービスと地域生活支援事業を、下記のメニュ

ーにおいてニーズの見込みと対応事業量についての目標数

値を設定し取り組む。 
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５．目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

 （前略） 

 

本町は、広大な面積を有しており障害者のニーズに応える

には単なる利用者数や利用量だけにとらわれず、地域性や交

通の便といった生活基盤の環境を考慮した福祉空間整備が

必要であり、併せて障害者の地域とのかかわりや交流をとお

しての地域社会生活の支援を行うことにより、事業に関連す

る地域雇用の創出や地域活性化へとつなげる。 
 

 

５．目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

 （前略） 

 

 サービス項目 潜在的数量 目標数量 
居宅介護 ３０人 １５人 
施設入所 ９０人 ７０人 

数差は就労支援に

移行分 
共同生活介護（ケ

アホ－ム） 
２０人 ４人（施設数１

箇所） 

障 害 福

祉 サ ー

ビス 

共同生活支援（グ

ループホーム） 
５０人 ２８人（施設数

３箇所） 
地域活動支援セ

ンター  
１００人 ４５人（施設数

３箇所） 
地 域 生

活 支 援

事業 
 

福祉ホーム ２０人 １２人（施設数

３箇所） 
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支援措置による事業としては、小中学校の統合により廃校となっ

た校舎等学校施設の転用を可能とした上で、廃校となった校舎等学

校施設（14 施設）を生涯教育施設や社会体育施設として、また、Ｎ

ＰＯ法人及び民間事業者と連携し、介護・福祉拠点施設、コミュニ

ティ施設、農林水産加工施設、交流施設、健康増進施設、文化施設

として整備し、順次活用する。 

 

（後略） 

 

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）道整備交付金を活用する事業 

対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を完

了している。なお、整備箇所は別添の整備箇所を示す図面による。

・町道白小野鶴越線、峰栃ノ木線：昭和 58 年 3 月 16 日に路線認

定 

・浜町下名連石線：昭和 25 年 10 月 30 日に路線認定 

・米生栃原線、仁田尾鶴底線：昭和 55 年 3 月 31 日に路線認定 

・古園加勢群線、大久保米山線：昭和 51 年 6 月 11 日に路線認定

・林道高須柚木線：緑川地域森林計画に記載 

 

 

【施設の種類（事業区域）事業主体】 

（略） 

 

【事業期間】 

支援措置による事業としては、小中学校の統合により廃校となっ

た校舎等学校施設の転用を可能とした上で、廃校となった校舎等学

校施設（14 施設）を生涯教育施設や社会体育施設として、また、Ｎ

ＰＯ法人及び民間事業者と連携し、介護・福祉拠点施設、コミュニ

ティ施設、農林水産加工施設、交流施設、健康増進施設、障害福祉

サービス施設、文化施設として整備し、順次活用する。 

 

（後略） 

 

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）道整備交付金を活用する事業 

対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を完

了している。なお、整備箇所は別添の整備箇所を示す図面による。 

・町道白小野鶴越線、峰栃ノ木線、小ヶ蔵線：昭和 58 年 3 月 16

日に路線認定 

・浜町下名連石線：昭和 25 年 10 月 30 日に路線認定 

・米生栃原線、仁田尾鶴底線：昭和 55 年 3 月 31 日に路線認定 

・古園加勢群線、大久保米山線、長谷埋立線：昭和 51 年 6 月 11

日に路線認定 

・林道高須柚木線：緑川地域森林計画に記載 

 

【施設の種類（事業区域）事業主体】 

（略） 

 

【事業期間】 
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・ 林道 平成１８年度～１９年度 

・ 町道 平成１７年度～２１年度 

【整備量及び事業費】 

・ 林道 ９００ｍ、町道 ５，８５０ｍ 

・ 総事業費 

 

林道   １８４，２８０千円（うち交付金１０１，３５４千円）

町道 １，１５０，０００千円（うち交付金５７５，０００千円）

 

（２）補助金等交付財産の転用 

①支援措置の番号及び名称 

【番号】A0801 

【名称】補助金で整備された公立学校の廃校舎等の転用の弾力

化 

②事業の概要 

今回の支援措置によって、小中学校の統合により廃校となった

14 の旧小中学校のうち現段階では旧下矢部東部小学校、旧下矢部

西部小学校、旧中島西部小学校及び旧小峰小学校並びに旧御所小

学校の転用を可能にし、新たに次表の農林産物等加工施設等に整

備することで、社会的、経済的な環境整備をすることは勿論のこ

と、コミュニティ活動の支援や地域の個性を活かした地域づくり

の推進、農林業の基礎的条件整備、生涯教育や健康増進施策の向

上、文化の香り高いまちづくりの推進計画並びに生活圏域の「地

域介護・福祉基盤」の形成等を具現化することとなる。 

 

・ 林道 平成１８年度 

・ 町道 平成１７年度～２１年度 

【整備量及び事業費】 

・ 林道 ８３２ｍ、町道 ７，６３５ｍ 

・ 総事業費 １，６３２，４００千円（うち交付金８２０，３２０

千円） 

林道    ８２，４００千円（うち交付金 ４５，３２０千円） 

町道 １，５５０，０００千円（うち交付金７７５，０００千円） 

 

（２）補助金等交付財産の転用 

①支援措置の番号及び名称 

【番号】A0801 

【名称】補助金で整備された公立学校の廃校舎等の転用の弾力

化 

②事業の概要 

今回の支援措置によって、小中学校の統合により廃校となった

14 の旧小中学校のうち現段階では旧下矢部東部小学校、旧下矢部

西部小学校、旧中島西部小学校、旧小峰小学校及び旧御所小学校

並びに旧下名連石小学校の転用を可能にし、新たに次表の農林産

物等加工施設等に整備することで、社会的、経済的な環境整備を

することは勿論のこと、コミュニティ活動の支援や地域の個性を

活かした地域づくりの推進、農林業の基礎的条件整備、生涯教育

や健康増進施策の向上、障害者保健福祉サービス・相談支援の充

実、文化の香り高いまちづくりの推進計画並びに生活圏域の「地

域介護・福祉基盤」の形成等を具現化することとなる。 
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具体的には、高齢化の進行に伴い希薄になりがちな地域のコミ

ュニティ活動の醸成や農業協同組合の支所の統廃合による空き施

設や廃校となった校舎等学校施設を生活圏域の介護・福祉基盤拠

点施設としての整備による地域介護･福祉基盤の形成や地域の個

性を活かした地域づくりの活性化、生涯教育の推進による体力向

上や健康増進活動による地域づくり、児童福祉施設の保育所施設

としての整備、農林産物の生産・加工に加え新商品開発を行うと

ともに情報発信や販売・都市交流等を行うことによる第 6 次産業

の創出、山林資源の活用と体験交流・山村留学を通しての森林の

機能の回復、子どものころからの人間形成（コミュニケーション

形成）に重要な役割を果たしている食材（安心安全の農産物）や

調理法(郷土料理)による食育の推進が図られる。 

 

 

 

（後略） 

 

転用のうえ新たに整備する施設の明細表 

旧学校名 新たに整備する事業施設名 

（前略）  

 

旧小峰小学校

①給食棟を活用した地域農業者による農林

水産物の加工並びに意見交換交流施設の

整備 

具体的には、高齢化の進行に伴い希薄になりがちな地域のコミ

ュニティ活動の醸成や農業協同組合の支所の統廃合による空き施

設や廃校となった校舎等学校施設を生活圏域の介護・福祉基盤拠

点施設としての整備による地域介護･福祉基盤の形成と地域の個

性を活かした地域づくりの活性化、生涯教育の推進による体力向

上や健康増進活動による地域づくり、児童福祉施設の保育所施設

としての整備による子育て環境の支援、障害福祉サービス施設と

しての整備による障害の有無にかかわらず安心して暮らせる地域

社会の実現、農林産物の生産・加工に加え新商品開発を行うとと

もに情報発信や販売・都市交流等を行うことによる第 6 次産業の

創出、山林資源の活用と体験交流・山村留学を通しての森林の機

能の回復、子どものころからの人間形成（コミュニケーション形

成）に重要な役割を果たしている食材（安心安全の農産物）や調

理法(郷土料理)による食育の推進が図られる。 

 

（後略） 

 

転用のうえ新たに整備する施設の明細表 

旧学校名 新たに整備する事業施設名 

（前略）  

 

旧小峰小学校 

①給食棟を活用した地域農業者による農

林水産物の加工並びに意見交換交流施

設の整備 

②学校校舎を活用して、障害福祉サービ
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（後略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③支援措置の適用要件 

（ⅰ） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）廃校舎等を利用して実施される事業が、「地域再生基本方針」

に定める地域再生の意義及び目標に合致するものであるこ

と。（民間事業者に対して廃校校舎等を貸与する場合にあって

スの拠点として整備し、障害者の地域

生活を支援する。 

（中略）  

旧下名連石小

学校 

○学校校舎及び給食調理場活用して、障

害福祉サービスの拠点として、また、

地域の高齢者や児童との交流活動拠点

として整備し、障害者及び高齢者の地

域生活を支援する。 

 

 

③支援措置の適用要件 

（ⅰ） 

（前略） 

○ 各小学校廃校年月日は次表のとおり 

学校名 廃校年月日 

（前略）  

下名連石小学

校 

 平成 17 年 3 月 31 日 

（後略） 

 

（ⅱ）廃校舎等を利用して実施される事業が、「地域再生基本方針」

に定める地域再生の意義及び目標に合致するものであるこ

と。（民間事業者に対して廃校校舎等を貸与する場合にあって
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は、民間事業者と地方公共団体が連携協力して進められる事

業であること。） 

○ これらの事業を展開することにより、住民の体育の振興及び

健康の増進が図られ、豊富な農林産物などの地域資源を活か

した地域産業の振興に資することができるとともに地域に密

着した居宅介護サービスの提供を図ることができる。 

（後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ）地域再生の観点から実施される効率的な実施に当たり、廃

校校舎等の利用が必要であること。 

○ 農林業の再生振興、地域の活力の醸成の支援や介護の拠点施

は、民間事業者と地方公共団体が連携協力して進められる事

業であること。） 

○ これらの事業を展開することにより、住民の体育の振興及び

健康の増進が図られ、豊富な農林産物などの地域資源を活か

した地域産業の振興に資することができ、地域に密着した居

宅介護サービスの提供及び障害の有無にかかわらず安心して

暮らせる地域社会の実現を図ることができる。 

（中略） 

小峰小学校及び下名連石小学校では、廃校舎等を障害福

祉サービス施設として整備し、社会福祉法人及びＮＰＯ法

人による障害者保健福祉サービス・相談支援事業を実施す

ることにより、住み慣れた地域を中心とした障害福祉サー

ビスを提供することができ、障害の有無にかかわらず誰も

が地域社会で安心して暮らせることができる社会の実現を

図る。 

これらの活動に対し、町の健康福祉部局が事業実施者と

連携協力し、障害者がその能力と適性に応じて自立した生

活を営めるよう支援を行う。 

これにより、誰もが安心して暮らせることができる地域

社会が実現され、地域住民が生きがいを持った生活を確立

することが期待される。 

 

（ⅲ）地域再生の観点から実施される効率的な実施に当たり、廃

校校舎等の利用が必要であること。 

○ 農林業の再生振興、地域の活力の醸成の支援や介護の拠点施
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設の整備、地域住民の社会体育の振興及び健康増進施設の整

備を町独自で行うには、財政力指数 0.18、経常収支比率 96.2

と逼迫している町の財政状況においては困難な状況であり、

民間活力を念頭に置いた既存施設の利活用が不可欠である。

 

（後略） 

 

（ⅳ） 

（略） 

 

５－３ その他の事業 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置による取り組み 

（１）公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除 

①支援措置の番号及び名称 

【番 号】C0401 

【名 称】公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除 

②当該支援措置を受けようとする者 

   熊本県上益城郡山都町 

③繰上償還を不要とする地方債の資金区分等 

（略） 

 

 

 

 

 

設の整備、地域住民の社会体育の振興及び健康増進施設の整

備、障害福祉サービス施設の整備を町独自で行うには、財政

力指数 0.196、経常収支比率 94.5（平成１７年度決算）と逼

迫している町の財政状況においては困難な状況であり、民間

活力を念頭に置いた既存施設の利活用が不可欠である。 

（後略） 

 

（ⅳ） 

（略） 

 

５－３ その他の事業 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置による取り組み 

（１）公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除 

①支援措置の番号及び名称 

【番 号】C0401 

【名 称】公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除 

②当該支援措置を受けようとする者 

   熊本県上益城郡山都町 

③繰上償還を不要とする地方債の資金区分等 

（前略） 

借入対象施設名 小峰小学校校舎 

（義務教育施設整備事業） 

借 入 資 金 名 旧資金運用部資金 

借 入 先 旧資金運用部 

借 入 金 額 56,300,000 円 
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④事業の概要 

今回の支援措置によって、小中学校の統合により廃校となった

14 の旧小中学校のうち現段階では旧下矢部東部小学校、旧下矢部

西部小学校、旧中島西部小学校及び小峰小学校の転用を可能にし

（旧下矢部東部小学校、旧中島西部小学校の２施設が、地方債未

償還額がある。）、新たに次表の農林産物等加工施設等に整備する

ことで、社会的、経済的な環境整備をすることは勿論のこと、地

域の個性を活かした地域づくりの推進、農林業の基礎的条件整備、

生涯教育や健康増進施策の向上、文化の香り高いまちづくりの推

進計画並びに生活圏域の「地域介護・福祉基盤」の形成等を具現

化することになる。 

 

具体的には、高齢化の進行に伴い希薄になりがちな地域のコミ

ュニティ活動の醸成や、農業協同組合の支所の統廃合による空き

施設や廃校となった校舎等学校施設を、生活圏域の介護・福祉基

盤拠点施設として整備する。また、地域の個性を活かした地域づ

くりの活性化、生涯教育の推進による体力向上や健康増進活動に

よる地域づくり、農林産物の生産・加工に加え新商品開発を行う

とともに情報発信や販売・都市交流等を行うことによる第 6 次産

借 入 年 月 日 昭和 58 年 5 月 31 日 

償 還 方 法 等 半年賦元利均等 

償 還 期 限 平成 20 年 3 月 25 日 

未 償 還 残 高 7,234,873 円 

借用証書記番号 第 0057004 号 

 

④事業の概要 

今回の支援措置によって、小中学校の統合により廃校となった

14 の旧小中学校のうち現段階では旧下矢部東部小学校、旧下矢部

西部小学校、旧中島西部小学校、旧小峰小学校及び旧下名連石小

学校の転用を可能にし（旧下矢部東部小学校、旧中島西部小学校、

旧小峰小学校の３施設が、地方債未償還額がある。）、新たに次表

の農林産物等加工施設等に整備することで、社会的、経済的な環

境整備をすることは勿論のこと、地域の個性を活かした地域づく

りの推進、農林業の基礎的条件整備、生涯教育や健康増進施策の

向上、障害者保健福祉サービス・相談支援の充実、文化の香り高

いまちづくりの推進計画並びに生活圏域の「地域介護・福祉基盤」

の形成等を具現化することになる。 

具体的には、高齢化の進行に伴い希薄になりがちな地域のコミ

ュニティ活動の醸成、農業協同組合の支所の統廃合による空き施

設や廃校となった校舎等学校施設の生活圏域の介護・福祉基盤拠

点施設としての整備、地域の個性を活かした地域づくりの活性化、

生涯教育の推進による体力向上や健康増進活動による地域づく

り、児童福祉施設の保育所施設としての整備による子育て環境の

支援、障害福祉サービス施設としての整備による障害の有無にか
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業の創出、山林資源の活用と体験交流・山村留学を通しての森林

の機能の回復が図られ、地域の活性化並びに地域再生につながり

自立した地域の構築が果たされる。 

 

 

 

（後略） 

 

転用のうえ新たに整備する施設の明細表 

（略） 

 

 

 

 

 

 

⑤～⑥ 

（略） 

 

（２）地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施

（略） 

    

５－３－２ 地域再生計画に基づく支援措置によらない取組み 

（略） 

 

かわらず安心して暮らせる地域社会の実現、農林産物の生産・加

工に加え新商品開発を行うとともに情報発信や販売・都市交流等

を行うことによる第 6次産業の創出、山林資源の活用と体験交流・

山村留学を通しての森林の機能の回復が図られ、地域の活性化並

びに地域再生につながり自立した地域の構築が果たされる。 

 

（後略） 

 

転用のうえ新たに整備する施設の明細表 

旧学校名 新たに整備する事業施設名 

（略）  

 

旧小峰小学校 

①学校校舎を活用して、障害福祉サービス

の拠点として整備し、障害者の地域生活

を支援する。 

 

⑤～⑥ 

（略） 

 

（２）地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施 

（略） 

    

５－３－２ 地域再生計画に基づく支援措置によらない取組み 

（略） 
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６．計画期間 

  認定の日から平成 27 年 3 月末日まで  

 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 

山都町総合計画は総合計画審議会（委員 14 名）の審議を経て議

会の議決により策定されており、本計画についても、総合計画目

標達成状況と併せ当審議会において評価を行い、実績に応じ事業

の継続、改善等の指導等行う予定である。また、廃校校舎等利活

用検討委員会（24 名）においても実績を評価し、事業の継続、改

善等の指導等行う予定である。 

加えて、小規模多機能型居宅介護事業所にあっては地域密着サ

ービス運営協議会により 1年度に 1回の事後評価を行う。 

 

 

 

８．地域再生計画実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

特になし 

 

 

６．計画期間 

  認定の日から平成 27 年 3 月末日まで  

 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 

山都町総合計画は総合計画審議会（委員 14 名）の審議を経て議

会の議決により策定されており、本計画についても、総合計画目

標達成状況と併せ当審議会において評価を行い、実績に応じ事業

の継続、改善等の指導等行う予定である。また、廃校校舎等利活

用検討委員会（24 名）においても実績を評価し、事業の継続、改

善等の指導等行う予定である。 

加えて、小規模多機能型居宅介護事業所にあっては地域密着サ

ービス運営協議会により 1 年度に 1 回の事後評価を行う。また、

山都町保健福祉総合計画策定委員会及び障害福祉部会において、

障害者の自立支援事業についての評価を年１回以上実施する。 

 

８．地域再生計画実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

特になし 

 

 


